
薦
挙
ノ

投
票
ニ

ハ

被
選
人
并
薦
挙
人
ノ

住
所
姓
名
ヲ

記
シ

捺
印
糊
封
ノ

上
予

定
ノ

日
之
ヲ

薦
挙
会
上
ニ

出
ス

ベ

シ

但
本
文
ノ

手
続
ヲ

尽
サ
ス

為
メ
ニ

其
何

人
ナ
ル

ヲ

知
ル

ニ

由
ナ
キ
カ

若
ク
ハ

疑
似
ニ

渉
ル

時
ハ

郡
長
ハ

其
投
票
ヲ

無

効
ト
ナ
シ

之
ヲ

棄
却
ス

ル

コ

ト
ヲ

得

又
其
第
六
条
ニ

ハ

投
票
終
ル

ノ

後
郡
長
ハ

選
挙
人
ノ

目
前
ニ

於
テ
之
ヲ

披
封
シ

投
票
多
数
ノ
モ

ノ

五
名
ヲ

撰
シ

投
票
同
数
ナ
ル

モ

ノ
ハ

年
長
ヲ

取
リ
同
年
ナ
レ

ハ

籤
ヲ

以
テ

定
ム

若
シ

其
薦
ヲ

辞
ス

ル

モ

ノ

ア
ル

カ

又
ハ

此
規
則
ニ

於
テ
不
適
当
ナ
ル

ト

キ
ハ

順
次
投
票
多
数
ヲ

得
タ
ル

モ

ノ

ヲ

取
リ
県
令
ニ

具
状
ス

ル

モ

ノ

ト
ス

ト

ア
リ
郡
長
ヨ

リ
予
シ

メ

撰
挙
会
ノ

日
ヲ

定
メ

其
郡
内
ニ

達
シ

タ
ル

以
上
ハ

必

ス

其
予
定
ノ

日
ヲ

以
テ
投
票
ヲ

差
出
ス

ノ

日
ト
為
ス

ヘ

ク
又
其
投
票
即
日
開

票
ス

ヘ

キ
モ

ノ
ナ
ル

コ

ト
ハ

法
文
ニ

依
リ
明
瞭
ナ

リ
ト
ス

然
ラ
ハ

若
シ
モ

其

予
定
ノ

日
之
ヲ

差
出
サ
ヽ

ル

モ

ノ

ア
ル

ト
キ
ハ

其
権
利
ヲ

抛
棄
セ

シ

モ

ノ

ト

認
メ

之
レ

ニ

係
ハ

ラ
ス

其
他
ハ

直
チ
ニ

披
封
ス

ヘ

キ
モ

ノ
ナ
ル

ニ

愛
甲
郡
長

ハ

何
故
カ
其
差
出
サ
ヽ

リ
シ

者
ニ

対
シ

テ
ハ

撰
挙
権
ヲ

抛
棄
セ

シ
モ

ノ
ナ

リ

ト
為
シ

ナ
カ
ラ
自
カ

ラ
ハ

却
テ
右
布
達
ノ

意
ニ

背
キ
即
日
披
封
ヲ

為
ス

コ

ト

ヲ

セ

ス

之
ヲ

七
日
ヲ

経
過
シ

タ
ル

三
月
廿
七
日
ニ

開
票
セ

シ

ハ

誠
ニ

不
法
ノ

所
為
ト
云
ハ

サ
ル

ヲ

得
ス

抑
モ

撰
挙
状
ノ

如
キ
ハ

予
定
ノ

日
ヲ

以
テ
其
選
挙

会
上
ヘ

差
出
サ
セ

撰
挙
人
ノ

目
前
ニ

於
テ
開
封
ス

ヘ

キ
コ

ト
ハ

誠
ニ

当
然
ノ

儀
ニ

シ

テ
法
文
ニ

依
ル

モ

又
府
県
会
規
則
及
其
他
ノ

撰
挙
等
ニ

係
ル

慣
例
ニ

拠
ル

モ

必
然
ト
セ

サ
ル

ヲ

得
サ
ル

モ

ノ
ナ
ル

ニ

今
回
愛
甲
郡
長
カ
三
増
村
人

民
ニ

対
シ

テ
ハ

法
律
ノ

意
志
ニ

依
リ
権
利
ヲ

抛
棄
セ

シ

モ

ノ
ナ

リ
ト
シ

テ
之

ヲ

断
行
シ

ナ
カ
ラ
却
テ
自
カ
ラ

違
法
ノ

所
為
ヲ

行
ヒ

タ
ル

ハ

私
共
人
民
ノ

誠

ニ

疑
ヒ

切
ニ

怪
シ

ム

処
ニ

シ

テ
私
共
人
民
ハ

如
斯
不
法
ノ

所
為
ヲ

甘
ス

ル

能

ハ

ス

况
ン

ヤ

之
レ

カ

為
メ
ニ

私
共
人
民
ノ
希
望
ヲ

属
セ

サ
ル

人
物
ニ

任
セ

ラ

ル

ヽ

ニ

至
リ
タ
ル

如
キ
如
何
ニ

忍
耐
セ

ン

ト
ス

ル

モ

忍
ヒ

能
ハ

サ
ル

儀
ニ

付

何
卒
情
実
御
賢
察
ノ

上
願
之
通
リ
違
法
ノ

廉
ア
ル

該
撰
挙
会
ハ

御
取
消
被
成

下
度
連
署
ヲ

以
此
段
奉
懇
願
候
以
上

猶
本
文
ニ

尽
サ
ヽ

ル

事
情
等
夥
多
有
之
候
間
御
尋
問
次
第
詳
細
可
奉
陳
述
候
而

シ

テ
愛
甲
郡
長
ヨ

リ
撰
挙
会
ヲ

開
ク
ノ

達
書
写
及
予
定
ノ
日
ニ

於
テ
開
票
セ

サ

リ
シ

ノ

証
拠
物
ノ

写
等
左
ノ
通
リ
ニ

御
座
候

丙
第
九
号

　
田
代
村
外
三
ケ
村

其
部
轄
戸
長
之
儀
已
ニ

撰
挙
セ

シ

メ

候
処
右
詮
議
ノ

次
第
有
之
取
消
候
旨
本
県

ヨ

リ
達
有
之
候
ニ

付
明
治
十
七
年
甲
第
四
十
九
号
布
達
末
段
ニ

依
リ
更
ニ

来
ル

廿
日
午
前
第
十
一

時
撰
挙
投
票
差
出
ス

ヘ

シ

此
旨
相
達
候
事

但
撰
挙
会
ハ

部
轄
戸
長
役
場
ト
定
ム

明
治
十
八
年
三
月
十
八
日

　
愛
甲
郡
長
　
中
丸
稲
八
郎
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番

外

田
代
村
外
三
ケ
村
戸
長
撰
挙
投
票
予
テ
差
出
シ

有
之
候
明
二

十
七
日
午
前
第

八
時
其
役
場
ヘ

郡
書
記
出
張
開
札
候
間
三
ケ
村
投
票
委
員
刻
限
出
頭
候
様
通

知
有
之
度
此
段
通
達
及
候
也

明
治
十
八
年
三
月
廿
六
日

　
愛
甲
郡
役
所

田
代
村
外
三
ケ
村
戸
長
役
場
筆
生
御
中

右

明
治
十
八
年
四
月
六
日

　
小
長
井

崎
太
郎

杉

浦

花
吉
郎

井

上

万

吉

平

本

清

三

諏
訪
部

重
三
郎

神
奈
川
県
令
　
沖

守
固
殿

（三）

契

約

書

自
分
共
儀
貴
殿
エ

左
ノ

事
件
ヲ

委
任
ス

一

　
田
代
村
外
三
ケ
村
戸
長
撰
挙
会
ニ

付
違
法
ノ

廉
ア
ル

ヲ

以
右
取
消
ヲ

求
ム

ル

為
メ
愛
甲
郡
長
ヲ

被
告
ト
ナ
シ

行
政
裁
判
ヲ

仰
ク
事

一

　
右
審
理
中
若
シ

モ

該
件
ニ

付
県
令
ヨ

リ
愛
甲
郡
長
江

指
示
セ

シ

カ

如
キ
事

ア
ル

ヲ

発
見
ス

ル

場
合
ニ

於
テ
ハ

県
令
ヲ
モ

被
告
ト
為
シ

正
当
ノ

裁
判
ヲ

仰

ク
事

右
出
訴
ヨ

リ
結
局
迄
ヲ

委
任
シ

其
実
費
ト
シ

テ
別
紙
証
書
ノ

金
額
相
渡
申
候
且

斯
委
任
ス

ル

以
上
ハ

貴
殿
ニ

於
テ
自
分
共
ノ

利
益
ノ

為
メ
尽
サ
ル

ヽ

ハ

勿
論
ノ

儀
ニ

付
如
何
様
ノ

取
斗
ア
ル

モ

自
分
共
ニ

於
テ
聊
異
議
無
之
候
依
テ
契
約
ス

ル

如
件明

治
十
八
年
四
月
六
日

神
奈
川
県
愛
甲
郡
半
原
村
　
井

上

万

吉

同
県
同
郡
田
代
村
　
平

本

清

三

同
県
同
郡
三
増
村
　
小
長
井

崎
太
郎

松

浦

花
吉
郎

同
県
同
郡
角
田
村
　
諏
訪
部

重
三
郎

横
浜
太
田
町
四
丁
目

　
歌
木
伸
一

殿

三
増
村
平
民
　
小
長
井

崎
太
郎

同

　
松

浦

花
吉
郎

半
原
村

　

井

上

万

吉

田
代
村

　

平

本

清

三

角
田
村

　
諏
訪
部

重
三
郎
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右
ノ
モ

ノ

ト
モ

各
村
惣
代
ト
称
シ

去
ル

六
日
出
庁
田
代
村
外
三
ケ
村
戸
長
推
薦

投
票
取
消
願
持
参
尚
事
実
陳
述
致
度
趣
ニ

付
主
務
者
於
テ
委
細
承
リ
届
候
処
最

初
戸
長
撰
挙
委
員
撰
定
ノ

達
シ
一

般
ニ

行
渉
ラ
サ
ル

曖
昧
ノ

措
置
ニ

出
タ
ル

モ

ノ
ニ

テ
右
ノ
モ

ノ

等
ハ

委
員
撰
定
ス

ル

能
ハ

ス

則
チ
不
正
ノ

投
票
タ
ル

ニ

付
取

消
シ

ヲ

請
願
ス

ル

ト
云
ヲ

主
ト
シ

現
戸
長
従
来
ノ

非
ヲ

鳴
ラ
ス

等
喋
々

致
候
得

共
右
等
ハ

請
願
ノ

理
由
無
之
モ

ノ
ニ

付
種
々

説
諭
ヲ

加
ヘ

候
処
飽
迄
願
書
受
理

相
成
度
旨
ヲ

主
張
致
シ

候
ニ

依
リ
遂
ニ

書
記
官
ニ

於
テ
懇
篤
御
説
得
ノ

末
漸
ク

ニ

シ

テ
願
書
持
参
帰
村
致
候
得
共
到
底
委
員
撰
挙
方
等
ノ

措
置
失
当
ト
致
シ

居

候
哉
ニ

相
見
ヘ

実
際
右
様
之
義
有
之
テ
ハ

不
都
合
ノ

次
第
ニ

付
兎
ニ

角
戸
長
撰

挙
委
員
撰
定
ノ

達
シ

ヲ
ナ
シ

タ
ル

時
日
及
ヒ

達
ノ

周
到
ス

ヘ

キ
手
続
投
票
ノ

員

数
其
他
ノ

顚
末
祥
細
御
取
調
至
急
御
申
越
相
成
度
命
ニ

依
リ
此
段
及
御
照
会
候

也
明
治
十
八
年
四
月
八
日

　
庶
務
課
長
一

等
属
　
増
田

知

愛
甲
郡
長
　
中
丸
稲
八
郎
殿

上

申

書

相
模
国
愛
甲
郡

田
代
村

角
田
村

半
原
村

右
三
ケ
村
人
民
惣
代
奉
上
陳
候
当
所
轄
前
戸
長
大
矢
邑
三
郎
任
命
以
来
去
明
治

十
七
年
十
月
中
予
テ
上
聞
ニ

達
シ

候
当
郡
内
有
志
者
減
租
請
願
ノ

件
ヨ

リ
半
原

村
井
上
萬
吉
三
増
村
小
長
井
崎
太
郎
彼
ノ

部
内
ノ

人
民
ヲ

誘
導
シ

動
ス

レ

ハ

人

民
惣
代
ノ

名
義
ヲ

冒
シ

戸
長
邑
三
郎
江
種
々

ノ
云
々

ヲ

申
掛
ケ
夫
レ

カ
タ
メ
同

人
儀
ハ

本
年
一

月
中
解
職
致
シ

候
ニ

付
後
任
戸
長
撰
挙
之
儀
愛
甲
郡
長
ヨ

リ
被

相
達
同
月
三
十
一

日
該
選
挙
会
開
ニ

相
成
同
年
二

月
中
三
増
村
平
民
池
田
良
助

ヘ

御
任
命
被
遊
候
趣
ノ

処
同
人
ハ

病
気
ノ
タ
メ

奉
職
相
成
リ
カ
タ
ク
旨
申
立
候

ニ

付
該
撰
挙
之
儀
ハ

詮
議
ノ

次
第
之
ア
リ
取
消
候
旨
其
筋
ヨ

リ
被
達
依
之
更
ニ

再
撰
致
ス

ヘ

キ
旨
本
年
三
月
十
八
日
本
郡
長
ヨ

リ
御
達
ニ

付
同
月
十
九
日
選
挙

委
員
ヲ

撰
定
シ

該
委
員
ヨ

リ
翌
二

十
日
戸
長
撰
挙
投
票
シ

同
日
開
札
相
成
ベ

ク

ノ
処
井
上
万
吉
小
長
井
崎
太
郎
平
本
清
三
等
三
増
村
人
民
ヲ

煽
動
シ

同
村
棟
岩

院
ヘ

集
合
致
サ
セ

今
回
ノ
戸
長
ハ

官
撰
ニ

テ
御
撰
定
相
成
候
様
請
願
ス

ル

コ

ト

ニ

決
シ

タ
ル

ニ

付
戸
長
撰
挙
投
票
ス

ル

ニ

不
及
ト
詐
言
シ

同
村
小
民
等
ノ
調
印

ヲ

要
シ

而
シ

テ
半
原
村
田
代
村
角
田
村
ノ

悪
民
ヲ
モ

数
名
調
印
致
サ
セ

意
外
ノ

混
雑
ヲ

ナ
シ

居
内
同
月
廿
七
日
本
郡
長
ニ

於
テ
三
増
村
人
民
ヨ

リ
投
票
差
出
サ

ヽ

ル

ニ

付
同
村
投
票
ハ

無
効
ト
ナ
シ

三
ケ
村
撰
挙
委
員
一

同
立
会
ノ
上
御
開
札

相
成
依
テ
同
月
三
十
日
半
原
村
平
民
染
矢
三
郎
ヘ

連
合
戸
長
御
任
命
被
遊
誠
ニ

其
当
ヲ

得
タ
ル

者
ト
一

同
感
服
罷
在
候
処
豈
図
ラ
ン

ヤ

右
不
平
ノ

者
共
相
謀
リ

戸
長
撰
挙
会
并
同
撰
挙
委
員
撰
定
不
正
ノ

所
為
有
之
ニ

付
染
矢
三
郎
ハ

人
民
ノ

不
希
望
ト
唱
ヘ

今
回
三
増
村
小
長
井
崎
太
郎
杉
浦
花
吉
郎
半
原
村
井
上
万
吉
田
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代
村
平
本
清
三
角
田
村
諏
訪
部
重
三
郎
ノ
五
名
ヨ

リ
違
法
ノ

投
票
取
消
シ

而
シ

テ
戸
長
染
矢
三
郎
ヲ

速
ニ

解
職
セ

ラ
レ

度
旨
御
庁
江

請
願
候
由
実
ニ

正
路
ノ

人

民
黙
止
ス

ル

能
ハ

ス

惣
代
ヲ

以
右
理
由
上
申
方
切
ニ

私
共
ヘ

依
頼
候
間
閣
下
ノ

拝
閲
ヲ

仰
キ
彼
等
ノ

所
為
祥
細
開
陳
仕
度
此
段
上
願
候
也

右

明
治
十
八
年
四
月
十
四
日

　
半
原
村
　
白
井

藤
左
衛
門

甘
利

惣
右
衛
門

佐

藤

嘉

助

角
田
村
　
関

根

八
十
八

田
代
村
　
山

口

平
八
郎

神
奈
川
県
令
　
沖

守
固
殿

（「
控
書
」
大
矢
ゑ
ひ
氏
蔵
）

七
八

　
戸
長
集
会
規
定

庶
第
千
百
七
号

戸
長
集
会
ノ

儀
今
般
号
外
ヲ

以
テ
相
達
セ

ラ
レ

其
規
定
左
之
通
御
内
定
相
成
候

間
此
段
及
通
知
候
也

明
治
十
九
年
四
月
二

十
二

日

　
庶
務
課
長
　
竹
村
二

等
属
印

大
住
淘
綾
郡
長
　
飯
岡
頼
重
殿

戸
長
集
会
規
定

一

　
本
会
ハ

長
次
官
ノ

内
会
頭
ト
為
リ
行
政
上
ノ

順
序
ヲ

協
議
シ

又
ハ

諮
問
ア

レ

ハ

其
意
ヲ

陳
ル

モ

ノ

ト
ス

一

　
会
員
ハ

毎
郡
区
二

名
ツ
ヽ

互
撰
ヲ

以
テ
之
ヲ

出
シ

毎
会
一

員
ツ
ヽ

交
代
ス

ル

モ

ノ

ト
ス

一

　

集
会
ハ

午
前
第
九
時
ヨ

リ
開
ク
モ

ノ

ト
ス

一

　
諮
問
ハ

其
按
ヲ

配
付
シ

答
議
ハ

着
席
ノ

順
序
ニ

依
リ
各
別
ニ

之
ヲ

為
ス

ヘ

シ

一

　
総
テ
発
言
ノ

時
ハ

先
ツ

其
郡
区
各
役
場
名
ヲ

唱
フ

ベ

シ

一

　
会
員
病
気
其
他
ノ

事
故
ア
リ
テ
参
会
ス

ベ

カ
ラ
サ
ル

ト
キ
ハ

届
書
ヲ

出
ス

ベ

シ

一

　
毎
会
ノ

顚
末
ハ

之
ヲ

筆
記
シ

県
庁
属
官
之
ヲ

担
当
ス

ル

モ

ノ

ト
ス

（「
本
県
内
達
」（
明
治
一

七
年
―
）
伊
勢
原
市
役
所
蔵
）

七
九

　
町
村
総
代
人
に

関
す
る
件
達
（
一

－
二

）

（一）

甲
第
十
号

町
村
総
代
人
ノ

儀
本
年
二

月
半
数
改
撰
ス

ヘ

キ
定
規
ノ

処
詮
議
ノ

次
第
有
之
本

年
六
月
マ

テ
右
改
撰
延
期
候
条
此
旨
布
達
候
事
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明
治
十
二

年
一

月
十
六
日

　
神
奈
川
県
令
　
野
村

靖

（二）

甲
第
百
七
号

本
年
六月

本
県
甲
第
百
壱
号
ヲ

以
町
村
会
規
則
布
達
候
就
テ
ハ

右
町
村
会
議
員
選

定
ノ

上
ハ

去
ル

明
治
十
年
八月
本
県
甲
第
八
拾
九
号
布
達
ヲ

以
設
置
候
町
村
総
代

人
ノ

儀
ハ

相
廃
シ

候
条
此
旨
布
達
候
事

明
治
十
二

年
六
月
廿
五
日

　
神
奈
川
県
令
　
野
村

靖

（
神
奈
川
県
布
達
）

八
〇

　
神
奈
川
県
町
村
会
規
則
（
一

－
二

）

（一）

甲
第
百
壱
号

町
村
会
規
則
別
紙
ノ

通
相
定
候
条
此
旨
布
達
候
事

明
治
十
二

年
六
月
十
三
日

　
神
奈
川
県
令
　
野
村

靖

（
別
紙
）

町
村
会
規
則

第
一

章
　
総
則

第
一

条
　
町
村
会
ハ

左
ニ

掲
ク
ル

各
款
ヲ

議
定
ス

第
一

款
　
其
町
村
限
ノ

経
費
ヲ

以
テ
支
弁
ス

ヘ

キ
事
業
ヲ

興
廃
シ

或
ハ

之
ヲ

伸
縮
ス

ル

事

第
二

款
　
其
町
村
ノ

経
費
ヲ

予
算
シ

及
ヒ

其
賦
課
法
ヲ

設
ク
ル

事

第
三
款
　
其
町
村
共
有
ノ
財
産
ヲ

処
分
シ

及
ヒ

之
ヲ

維
持
ス

ル

ノ

方
法
ヲ

設

ク
ル

事

第
四
款
　
其
町
村
共
同
ノ

名
義
ヲ

以
テ
土
地
家
屋
金
穀
等
ヲ

借
入
又
ハ

貸
与

ス

ル

事

第
五
款
　
其
町
村
ノ

負
担
ス

ル

戸
数
割
税
ヲ

徴
収
ス

ル

為
メ
各
戸
出
金
ノ

乗

率
ヲ

定
ム

ル

事

第
六
款
　
議
事
ノ

細
則
ヲ

議
定
ス

ル

事

第
二

条
　
町
村
会
ハ

通
常
会
ト
臨
時
会
ト
ノ
二

類
ニ

別
ツ

其
定
期
ニ

於
テ
ス

ル

者
ヲ

通
常
会
ト
ナ
シ

臨
時
ニ

開
ク

者
ヲ

臨
時
会
ト
ス

第
三
条
　
臨
時
会
ハ

其
特
ニ

会
議
ヲ

要
ス

ル

事
件
ニ

限
リ
其
他
ノ

事
件
ヲ

議
ス

ル

ヲ

得
ス

第
四
条
　
町
村
会
ハ

其
議
ス

ヘ

キ
事
件
ノ

数
町
村
ニ

関
渉
ス

ル

者
ハ

該
各
町
村

ノ
議
員
連
合
シ

テ
開
ク
コ

ト
ヲ

得

第
五
条
　
前
条
ノ

場
合
ニ

於
テ
議
員
多
数
ニ

過
ク
ル

ト
キ
ハ

該
町
村
ノ

協
議
ヲ

以
テ
毎
町
村
定
員
ノ

半
数
以
下
ヲ

適
宜
減
シ

テ
出
会
ス

ル

コ

ト
ヲ

得

第
六
条
　
通
常
会
臨
時
会
ヲ

論
セ

ス

会
議
ノ

議
案
ハ

戸
長
ヨ

リ
之
ヲ

発
ス

第
七
条
　
通
常
会
ニ

於
テ
議
員
ヨ

リ
意
見
書
ヲ

出
ス

時
ハ

戸
長
ハ

之
ヲ

第
一

条
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ニ

掲
ク
ル

各
款
ニ

照
シ

当
ニ

議
ス

ヘ

キ
モ

ノ

ト
認
ム

ル

ニ

於
テ
ハ

直
ニ

会
議

ノ

議
案
ト
為
ス

ヘ

シ

但
意
見
書
ヲ

出
ス

ハ

少
ナ

ク
モ

開
会
ヨ

リ
三
日
以
前
タ
ル

ヘ

シ

第
八
条
　
第
四
条
ノ

開
会
ニ

係
ル

第
六
条
第
七
条
ノ

事
件
ハ

各
戸
長
協
議
ノ
上

之
ヲ

定
ム

第
九
条
　
町
村
会
ノ
決
議
ハ

議
長
ヨ

リ
戸
長
ニ

届
出
然
ル

後
施
行
ス

ル

モ

ノ

ト

ス

戸
長
ハ

之
ヲ

郡
区
長
ニ

報
告
シ

郡
区
長
ハ

県
令
ニ

具
申
ス

但
シ

決
議
ノ

趣
ハ

戸
長
ヨ

リ
三
日
以
内
ニ

其
町
村
内
ニ

公
告
ス

ヘ

シ

第
十
条
　
通
常
会
期
中
議
員
ノ

内
其
町
村
ノ

利
害
ニ

関
ス

ル

事
件
ニ

付
県
令
ニ

建
議
セ

ン

ト
ス

ル

者
ア
レ

ハ

之
ヲ

会
議
ニ

付
シ

過
半
数
ノ

同
議
ヲ

得
タ
ル

ト

キ
ハ

其
町
村
又
ハ

其
会
ノ

名
義
ヲ

以
テ
建
議
ス

ル

コ

ト
ヲ

得

第
十
一

条
　
町
村
会
ハ

県
令
又
ハ

郡
区
長
ヨ

リ
其
町
村
ニ

施
行
ス

ヘ

キ
事
件
ニ

付
意
見
ヲ

問
フ

コ

ト
ア
ル

ト
キ
ハ

之
ヲ

議
ス

第
十
二

条
　
議
長
副
議
長
及
議
員
ハ

俸
給
ナ
シ

但
書
記
ノ

俸
給
ハ

会
費
ノ

中
ヨ

リ
之
ヲ

支
給
ス

第
二

章
　
選
挙

第
十
三
条
　
町
村
会
ノ
議
員
ハ

其
町
村
戸
数
ノ

多
寡
ニ

従
ヒ

之
カ

員
数
ヲ

定
ム

ル

左
ノ

如
シ

戸
数
百
戸
未
満

　
議
員
拾
人
以
下

同
百
戸
以
上
二

百
戸
未
満

　
同

　
拾
五
人

同
二

百
戸
以
上
四
百
戸
未
満

　
同

　
二

十
人

同
四

百
戸
以
上
六
百
戸
未
満

　
同

　
廿
五
人

同
六
百
戸
以
上
八
百
戸
未
満

　
同

　
三
十
人

同
八
百
戸
以
上
一

千
戸
未
満

　
同

　
卅
五
人

同
一

千
戸
以
上

　
同

　
四
十
人

第
十
四
条
　
町
村
会
ノ

議
員
タ
ル

ヲ

得
ヘ

キ
者
ハ

満
二

十
歳
以
上
ノ

男
子
ニ

シ

テ
其
町
村
内
ニ

本
籍
住
居
ヲ

定
メ
其
町
村
内
ニ

於
テ
土
地
ヲ

有
ス

ル

者
ニ

限

ル

但
左
ノ

各
款
ニ

掲
ク
ル

者
ハ

議
員
タ
ル

コ

ト
ヲ

得
ス

第
一

款
　
懲
役
一

年
以
上
及
国
事
犯
禁
獄
一

年
以
上
実
決
ノ

刑
ニ

処
セ

ラ
レ

タ
ル

者
但
満
期
後
七
年
ヲ

経
タ
ル

モ

ノ
ハ

此
限
ニ

ア
ラ
ス

第
二

款
　
身
代
限
ノ

処
分
ヲ

受
ケ
負
債
ノ

弁
償
ヲ

終
ヘ

サ
ル

者

第
三
款
　
官
吏
教
導
職
及
県
会
議
員

第
十
五
条
　
議
員
ヲ

選
挙
ス

ル

ヲ

得
ヘ

キ
者
ハ

満
二

十
歳
以
上
ノ
男
子
ニ

シ

テ

其
町
村
内
ニ

本
籍
住
居
ヲ

定
メ

其
町
村
内
ニ

於
テ
土
地
ヲ

有
ス

ル

者
ニ

限
ル

但
シ

前
条
ノ

第
一

款
第
二

款
ニ

触
ル

ヽ

者
ハ

選
挙
人
タ
ル

コ

ト
ヲ

得
ス

第
十
六
条
　
議
員
ヲ

選
挙
セ

ン

ト
ス

ル

ト
キ
ハ

戸
長
ハ

少
ナ
ク
モ

十
日
以
前
ニ

選
挙
会
ヲ

開
ク
ヘ

キ
旨
ヲ

公
告
シ

其
町
村
役
場
ニ

於
テ
投
票
ヲ

為
サ
シ

ム
ヘ

©神奈川県立公文書館



シ

但
シ

便
宜
ニ

依
リ
役
場
外
ニ

於
テ
選
挙
会
ヲ

開
ク
コ

ト
ヲ

得

第
十
七
条
　
投
票
ハ

戸
長
ヨ

リ
付
与
シ

タ
ル

用
紙
ニ

選
挙
人
自
己
ノ
住
所
姓
名

及
ヒ

被
選
人
ノ

住
所
姓
名
ヲ

記
シ

予
定
ノ
日
之
ヲ

戸
長
ニ

出
ス

ヘ

シ

但
投
票

ハ

代
人
ニ

托
シ

差
出
ス

モ

妨
ケ
ナ
シ

第
十
八
条
　
投
票
ハ

選
挙
人
ノ

面
前
ニ

於
テ
戸
長
之
ヲ

披
閲
シ

最
モ

多
数
ノ

者

ヲ

以
テ
当
選
人
ト
シ

同
数
ノ

者
ハ

年
長
ヲ

取
リ
同
年
ノ

者
ハ

鬮
ヲ

以
テ
定
ム

第
十
九
条
　
投
票
披
閲
終
ル

ノ

後
戸
長
ハ

選
挙
人
名
簿
ニ

就
テ
投
票
ノ
当
否
ヲ

査
シ

又
被
選
人
名
簿
ニ

就
テ
当
選
ノ

当
否
ヲ

査
シ

若
シ

法
ニ

於
テ
不
適
当
ナ

ル

者
ア
ル

カ

或
ハ

当
選
人
自
ラ
其
選
ヲ

辞
ス

ル

ト
キ
ハ

順
次
投
票
ノ

多
数
ヲ

得
タ
ル

者
ヲ

取
ル

第
二

十
条
　
当
選
人
ノ

当
否
ヲ

査
定
ス

ル

ノ

後
戸
長
ハ

其
当
選
人
ヲ

役
場
ニ

呼

出
シ

当
選
状
ヲ

渡
シ

当
選
人
ハ

請
書
ヲ

出
ス

ヘ

シ

但
当
選
人
請
書
ヲ

出
シ

タ

ル

後
戸
長
ハ

其
姓
名
ヲ

町
村
内
ニ

公
告
ス

ヘ

シ

第
廿
一

条
　
第
五
条
ニ

於
テ
定
メ
タ
ル

減
員
ヲ

為
ス

ハ

該
毎
町
村
議
員
中
ニ

テ

互
選
投
票
ヲ

以
テ
ス

第
廿
二

条
　
議
長
副
議
長
ハ

議
員
中
ヨ

リ
公
選
シ

戸
長
ニ

届
出
ヘ

シ

戸
長
ハ

之

ヲ

郡
区
長
ニ

報
告
シ

郡
区
長
ハ

之
ヲ

県
令
ニ

具
申
ス

但
シ

第
四
条
ニ

掲
ク
ル

会
議
ヲ

開
設
ス

ル

ト
キ
ハ

該
各
町
村
総
議
員
ニ

於
テ
該
各
町
村
議
長
中
ヨ

リ

更
ニ

公
選
ス

ヘ

シ

第
廿
三
条
　
書
記
ハ

議
長
之
ヲ

選
ヒ

庶
務
ヲ

整
理
セ

シ

ム

第
廿
四
条
　
議
員
ノ

任
期
ハ

四
年
ト
シ
二

年
毎
ニ

全
数
ノ

半
ヲ

改
選
ス

但
シ

第

一

回
二

年
期
ノ
改
選
ヲ

為
ス

ハ

抽
籤
ヲ

以
テ
其
退
任
ノ

人
ヲ

定
ム

第
廿
五
条
　
議
長
副
議
長
ノ

任
期
ハ

二

年
ト
シ

議
員
ノ

改
選
毎
ニ

之
ヲ

公
選
ス

ヘ

シ

第
廿
六
条
　
前
二

条
ノ

場
合
ニ

於
テ
ハ

前
任
ノ

者
ヲ

再
選
ス

ル

コ

ト
ヲ

得

第
廿
七
条
　
議
員
中
第
十
四
条
ニ

掲
ク
ル

諸
款
ノ

場
合
ニ

遭
遇
ス

ル

者
ア
ル

カ

其
町
村
外
ヘ

転
住
ス

ル

カ

又
ハ

死
去
シ

タ
ル

ト
キ
ハ

更
ニ

其
欠
ニ

代
ル

者
ヲ

選
挙
ス

其
疾
病
等
止
ム

ヲ

得
サ
ル

事
故
ナ
ク
シ

テ
開
会
ノ

招
集
ニ

応
セ

サ
ル

者
ハ

退
職
者
ト
シ

亦
其
欠
ニ

代
ル

者
ヲ

選
挙
ス

第
三
章
　
議
則

第
廿
八
条
　
議
員
半
数
以
上
出
席
セ

サ
レ

ハ

当
日
ノ

会
議
ヲ

開
ク
コ

ト
ヲ

得
ス

第
廿
九
条
　
会
議
ハ

過
半
数
ニ

依
テ
決
ス

可
否
同
数
ナ
ル

ト
キ
ハ

議
長
ノ

可
否

ス

ル

所
ニ

依
ル

第
三
十
条
　
戸
長
若
ク
ハ

其
代
理
人
ハ

会
議
ニ

於
テ
議
案
ノ

旨
趣
ヲ

弁
明
ス

ル

ヲ

得
ル

ト
雖
ト
モ

決
議
ノ

数
ニ

入
ル

コ

ト
ヲ

得
ス

但
第
七
条
ニ

掲
ク
ル

議
案

ノ

旨
趣
ハ

意
見
書
ヲ

出
セ

ル

議
員
之
ヲ

弁
明
ス

ル

コ

ト
ヲ

得

第
卅
一

条
　
会
議
ハ

傍
聴
ヲ

許
ス

但
戸
長
ノ

需
メ
ニ

依
リ
又
ハ

議
長
ノ

意
見
ヲ

以
テ
傍
聴
ヲ

禁
ス

ル

ヲ

得
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第
卅
二

条
　
議
員
ハ

会
議
ノ

事
項
ニ

方
リ
充
分
討
論
ス

ル

ヲ

得
ル

ト
イ
ヘ

ト
モ

然
レ

ト
モ

人
身
上
ニ

付
テ
褒
貶
毀
誉
ニ

渉
ル

コ

ト
ヲ

得
ス

第
卅
三
条
　
議
場
ヲ

整
理
ス

ル

ハ

議
長
ノ

職
掌
ト
ス

若
シ

規
則
ニ

背
キ
議
長
之

ヲ

制
止
シ

テ
其
命
ニ

順
ハ

サ
ル

者
ア
ル

ト
キ
ハ

議
長
ハ

之
ヲ

議
場
外
ニ

退
去

セ

シ

ム

ル

ヲ

得
其
強
暴
ニ

渉
ル

者
ハ

警
察
官
吏
ノ

処
分
ヲ

求
ム

ル

ヲ

得

第
四
章
　
開
閉

第
卅
四
条
　
町
村
会
ハ

毎
年
五
月
十
一

月
ニ

於
テ
之
ヲ

開
ク
其
開
閉
ハ

戸
長
ヨ

リ
之
ヲ

命
シ

会
期
ハ

十
日
以
内
ト
ス

但
戸
長
ハ

会
議
ノ

衆
議
ヲ

取
リ
テ
其
日

限
ヲ

伸
ル

コ

ト
ヲ

得
ル

ト
雖
モ

直
ニ

其
事
由
ヲ

郡
区
長
ニ

報
告
シ

郡
区
長
ハ

之
ヲ

県
令
ニ

具
申
ス

ヘ

シ

第
卅
五
条
　
通
常
会
議
ノ

外
会
議
ニ

付
ス

ヘ

キ
事
件
ア
リ
テ
戸
長
ヨ

リ
開
会
ヲ

需
ム

ル

カ
又
ハ

議
員
全
数
三
分
一

以
上
ノ

同
議
ヲ

以
テ
開
会
ヲ

求
ム

ル

ト
キ

ハ

臨
時
会
ヲ

開
ク
コ

ト
ヲ

得
但
戸
長
ハ

該
会
ヲ

要
ス

ル

事
由
ヲ

直
チ
ニ

郡
区

長
ニ

報
告
シ

郡
区
長
ハ

之
ヲ

県
令
ニ

具
申
ス

ヘ

シ

第
卅
六
条
　
会
議
ノ

論
説
法
律
又
ハ

規
則
ヲ

犯
シ

或
ハ

権
限
ヲ

超
ユ

ル

コ

ト
ア

リ
ト
認
ル

ト
キ
ハ

戸
長
ハ

其
会
議
ヲ

中
止
セ

シ

メ

郡
区
長
ニ

具
状
シ

郡
区
長

ハ

之
ヲ

県
令
ニ

具
申
シ

テ
其
指
揮
ヲ

乞
フ

ヘ

シ

第
卅
七
条
　
会
議
中
法
律
又
ハ

規
則
ヲ

犯
シ

或
ハ

権
限
ヲ

超
ユ

ル

等
ノ

不
都
合

ア
リ
ト
認
ム

ル

ト
キ
ハ

県
令
ヨ

リ
閉
会
ヲ

命
シ

又
ハ

議
員
ノ

解
散
ヲ

命
ス

ル

コ

ト
ア
ル

ヘ

シ

第
卅
八
条
　
県
令
ヨ

リ
解
散
ヲ

命
シ

タ
ル

ト
キ
ハ

更
ニ

議
員
ヲ

改
選
ス

ヘ

シ

（二）

甲
第
百
二

十
二

号

本
年
六月

本
県
甲
第
百
一

号
ヲ

以
布
達
候
町
村
会
規
則
第
十
三
条
議
員
定
数
ノ

儀

常
々

連
合
会
而
己
ニ

テ
差
支
無
之
向
ハ

該
町
村
ノ

協
議
ヲ

以
最
寄
町
村
連
合
シ

テ
員
数
ヲ

定
ム

ル

モ

不
苦
候
条
比
旨
布
達
候
事

明
治
十
二

年
七
月
七
日

　
神
奈
川
県
令
　
野
村

靖

（
神
奈
川
県
布
達
）

八
一

　
区
町
村
会
規
則
取
設
に

関
す
る
件
達
（
一

－
二

）

（一）

甲
第
七
十
七
号

本
年
四月
第
十
八
号
ヲ

以
区
町
村
会
法
布
告
相
成
候
ニ

付
右
布
告
第
二

条
第
三
条

ニ

依
リ
議
会
ノ

規
則
ヲ

設
ケ
来
六
月
廿
日
限
リ
郡
区
役
所
ヲ

経
可
差
出
此
旨
布

達
候
事

明
治
十
三
年
五
月
三
日

　
神
奈
川
県
令
　
野
村

靖

（
付
箋
）
区
長
村
会
法
布
告
ニ

ヨ

リ
議
会
ノ

規
則
ヲ

設
ケ
郡
区
役
所
ヲ

経
テ
六
月

©神奈川県立公文書館



二

十
日
限
リ
差
出
ノ
コ

ト

（二）

甲
第
八
十
七
号

本
月
甲
第
七
十
七
号
ヲ

以
区
町
村
会
規
則
取
設
ノ

儀
及
布
達
候
ニ

付
テ
ハ

右
取

設
方
手
続
左
之
通
可
心
得
此
旨
布
達
候
事

明
治
十
三
年
五
月
十
日

　
神
奈
川
県
令
　
野
村

靖

一

　
区
会
及
連
合
町
村
会
ノ

規
則
ハ

現
行
町
村
会
規
則
第
四
条
第
五
条
ニ

ヨ

リ

区
内
各
町
又
ハ

連
合
町
村
ノ

議
員
連
合
会
ヲ

開
キ
先
ツ

議
員
中
於
テ
委
員
人員

ハ

便
宜
之

定
ム

ヘ

シ

ヲ

ヲ

撰
テ
規
則
草
按
ヲ

編
セ

シ

メ
而
シ

テ
之
ヲ

議
決
シ

郡
区
役
所

ヲ

経
テ
差
出
ス

ヘ

シ

一

　
町
村
会
ノ

規
則
ハ

現
設
町
村
会
ニ

於
テ
先
ツ

委
員
人
員
ハ

便
宜
之

ヲ

定
ム

ヘ

シ

ヲ

撰
テ

規
則
ノ

草
按
ヲ

編
セ

シ

メ

而
シ

テ
之
ヲ

議
決
シ

郡
区
役
所
ヲ

経
テ
差
出
ス
ヘ

シ

一

　
水
利
土
功
ノ

為
メ
其
関
係
人
民
若
ク
ハ

町
村
集
会
ノ

規
則
ハ

関
係
人
民
若

ク
ハ

町
村
於
テ
申
合
ノ

上
之
ヲ

編
製
シ

郡
区
役
所
ヲ

経
テ
差
出
ス

ヘ

シ

（
神
奈
川
県
布
達
）

八
二

　
町
村
会
規
則
に

関
す
る
伺
書

今
般
甲
第
百
壱
号
ヲ

以
町
村
会
規
則
御
頒
布
相
成
候
処
疑
議
ニ

渉
候
条
件
左
ニ

奉
伺
候

第
壱
条

第
五
条
ノ

内
毎
町
村
定
員
ノ

半
数
以
下
ヲ

適
宜
減
シ

テ
出
会
ス

ル

コ

ト
ヲ

得
ト

有
之
候
処
連
合
百
有
余
村
ニ

渉
候
ト
キ
ハ

仮
令
壱
町
村
ニ

壱
員
ヲ

出
会
セ

シ

ム

ル

モ

百
有
余
員
ニ

相
成
議
員
甚
過
当
ナ
ル

ヲ

以
利
害
相
同
シ

キ
町
村
ハ

協
議
ノ

上
数
町
村
ニ

シ

テ
一

両
員
ヲ

出
会
セ

シ

ム

ル

モ

妨
ケ
ナ
キ
儀
ト
相
心
得
可
然
哉

第
弐
条

町
村
会
議
員
ヲ

選
挙
ス

ル

ハ

各
町
村
戸
数
ノ

多
寡
ヲ

以
其
員
数
ヲ

限
リ
選
定
ス

ヘ

キ
御
規
則
ニ

候
処
各
町
村
ノ

内
弐
百
戸
以
上
之
村
落
ニ

於
テ
ハ

之
レ

ヲ

選
定

ス

ル

壱
人
ニ

テ
数
十
人
ヲ

選
挙
セ

サ
ル

ヲ

得
ス

然
ル

ト
キ
ハ

戸
長
役
場
ト
雖
モ

選
挙
会
ヲ

開
ク
ニ

当
リ
調
査
上
甚
錯
雑
ヲ

生
シ

可
申
被
考
候
依
テ
ハ

該
町
村
協

議
之
上
ハ

壱
町
村
ヲ

数
区
ニ

分
ケ
適
宜
之
レ

ヲ

選
挙
ス

ル

モ

差
閊
無
之
候
哉

第
三
条

第
三
十
四
条
町
村
会
毎
年
五
月
十
一

月
ニ

於
テ
之
レ

ヲ

開
ク
云
々

然
ル

ニ

本
年

ノ

儀
ハ

初
度
ノ

会
期
已
ニ

経
過
シ

タ
ル

ト
雖
モ

事
ノ

始
創
ニ

係
ル

ヲ

以
目
下
開

会
ス

ル

モ

通
常
会
ト

見
做
シ

可
然
哉（「

草
稿
綴
」（
明
治
一

二

年
）
山
口

匡
一

氏
蔵
）
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八
三

　
大
住
郡
子
易
村
村
会
規
則

相
模
国
大
住
郡

子
易
村

本
年
四
月
太
政
官
第
十
八
号
及
本
県
甲
第
八
十
七
号
布
達
ノ

趣
意
ヲ

体
シ

右
村

村
会
規
則
別
冊
之
通
議
決
仕
候
間
御
裁
定
被
下
度
候
也

明
治
十
三
年
十
二

月
廿
七
日

右
村

村
会
議
員

豊

嶋

義

忠
（
印
）

飯
田

三
左
衛
門
（
印
）

原

太
右
衛
門
（
印
）

小

川

忠
兵
衛
（
印
）

山
口

岩
右
衛
門
（
印
）

鈴

木

万

吉
（
印
）

飯
田

吉
左
衛
門
（
印
）

大
津
五

郎
右
衛
門
（
印
）

大
津

六
右
衛
門
（
印
）

大
津

佐
右
衛
門
（
印
）

大

津

金
五
郎
（
印
）

大
津

定
右
衛
門
（
印
）

大
津
治
郎
右
衛
門
（
印
）

望

月

久
兵
衛
（
印
）

黒
石

清
左
衛
門
（
印
）

戸
長

大
津

元
右
衛
門
（
印
）

神
奈
川
県
令
　
野
村

靖
殿

（
別
冊
）

相
模
国
大
住
郡
子
易
村
村
会
規
則

第
一

章
　
総

則

第
一

条
　
本
会
ハ

一

村
公
共
ニ

関
ス

ル

事
件
及
其
経
費
ノ

支
出
徴
収
法
并
本
村

負
担
ス

ル

地
方
税
戸
数
割
各
戸
出
金
ノ

額
ヲ

議
定
ス

第
二

条
　
本
会
ハ

通
常
会
及
臨
時
会
ノ

二

類
ニ

分
ツ

其
定
期
ニ

於
テ
ス

ル

モ

ノ

ヲ

通
常
会
ト
ナ
シ

臨
時
ニ

開
ク
モ

ノ

ヲ

臨
時
会
ト
ナ
ス

第
三
条
　
臨
時
会
ハ

其
特
ニ

会
議
ヲ

要
ス

ル

事
件
ニ

限
リ
其
他
ノ

事
ヲ

議
ス

ル

コ

ト
ヲ

得
ス

第
四
条
　
通
常
会
臨
時
会
ヲ

問
ハ

ス

議
案
ハ

総
テ
戸
長
之
ヲ

発
ス

第
五
条
　
本
会
ハ

毎
通
常
会
ノ

始
ニ

於
テ
其
前
半
年
度
出
納
ノ

決
算
報
告
及
其

説
明
ヲ

受
ケ
モ

シ

異
見
ア
ル

ト
キ
ハ

其
筋
エ

具
状
ス

ル

コ

ト
ア
ル

ヘ

シ

第
六
条
　
通
常
会
期
ニ

於
テ
議
員
ノ

内
意
見
書
ヲ

出
ス

モ

ノ

ア
ル

ト
キ
ハ

戸
長

ハ

之
ヲ

第
一

条
ノ

趣
意
ニ

照
シ

当
ニ

議
ス

ヘ

キ
モ

ノ

ト
認
ル

ト
キ
ハ

直
ニ

之

ヲ

議
題
ト
ナ
ス

ヘ

シ

第
七
条
　
本
会
ノ

評
決
ハ

議
長
ヨ

リ
戸
長
ニ

届
出
戸
長
ハ

之
ヲ

村
内
ニ

公
告
シ

而
シ

テ
後
施
行
ス

ル

コ

ト
ヲ

得

第
八
条
　
議
長
副
議
長
及
議
員
ハ

俸
給
ナ
シ

ト
雖
ト
モ

開
議
中
ハ

弁
当
料
ヲ

給

ス

其
額
ハ

会
議
ノ

決
ヲ

以
テ
定
ム

第
九
条
　
書
記
ハ

議
長
之
ヲ

撰
ミ

庶
務
ヲ

理
セ

シ

ム

其
□
当
ハ

会
議
ノ

決
ヲ

取

リ
会
費
ノ

内
ヨ

リ
支
給
ス

ヘ

シ
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第
二

章
　
撰

挙

第
十
条
　
本
会
議
員
ノ

定
数
ハ

拾
五

名
ト
ナ

ス

第
十
一

条
　
本
会
ノ

議
員
タ
ル

コ

ト
ヲ

得
ヘ

キ
モ

ノ
ハ

満
二

十
歳
以
上
ノ

男
子

ニ

シ

テ
当
村
内
ニ

本
籍
住
居
ヲ

定
メ
土
地
ヲ

有
ス

ル

モ

ノ
ニ

限
ル

但
左
ノ

各

款
ニ

触
ル

ヽ

モ

ノ
ハ

議
員
タ
ル

コ

ト
ヲ

得
ス

第
一

款
　
風
癲
白
痴
ノ

者

第
二

款
　
懲
役
一

年
以
上
ノ

実
刑
ヲ

受
ケ
タ
ル

モ

ノ

第
三
款
　
身
代
限
ノ

所
分
ヲ

受
ケ
負
債
ノ

弁
償
ヲ

終
ヘ

サ
ル

モ

ノ

第
四
款
　
官
吏
及
教
導
職

第
十
二

条
　
議
員
ヲ

撰
挙
ス

ル

コ

ト
ヲ

得
ヘ

キ
モ

ノ
ハ

前
条
ノ

制
限
ニ

同
シ

尤

戸
主
タ
ル

モ

ノ
ニ

限
ル

但
前
条
第
四
款
ニ

掲
ク
ル

モ

ノ
ハ

撰
挙
人
タ
ル

コ

ト
ヲ

得

第
十
三
条
　
議
員
撰
挙
ハ

戸
長
ヨ

リ
付
与
シ

タ
ル

用
紙
ニ

撰
挙
人
自
己
及
ヒ

被

撰
人
ノ

姓
名
ヲ

記
シ

予
定
ノ

日
之
ヲ

戸
長
ニ

出
ス

ヘ

シ

第
十
四
条
　
投
票
ハ

撰
挙
人
ノ

面
前
ニ

於
テ
戸
長
之
ヲ

披
閲
シ

最
モ

多
数
ノ

者

ヲ

以
テ
当
撰
人
ト
ナ
シ

同
数
ハ

年
長
ヲ

取
リ
同
年
ハ

籤
ヲ

以
テ
定
ム

第
十
五
条
　
投
票
披
閲
終
ル

ノ

後
戸
長
ハ

其
当
撰
人
ヲ

役
場
ニ

呼
出
シ

当
撰
ノ

旨
ヲ

伝
達
シ

受
書
ヲ

出
サ
シ

ム

当
撰
人
受
書
ヲ

出
シ

タ
ル

後
戸
長
ハ

其
姓
名

ヲ

村
内
ヘ

公
告
ス

ヘ

シ

但
当
撰
人
ハ

故
ナ

ク
其
撰
ヲ

辞
ス

ル

ヲ

得
ス

第
十
六
条
　
議
員
ノ

任
期
ハ

四
年
ト
シ
二

年
毎
ニ

全
数
ノ

半
ヲ

改
撰
シ

第
一

回

二

年
期
ノ

改
撰
ハ

抽
籤
ヲ

以
テ
退
任
ノ

者
ヲ

定
ム

第
十
七
条
　
議
長
副
議
長
ハ

議
員
ノ

互
撰
ヲ

以
テ
定
メ

其
任
期
ハ

二

年
ト
シ

議

員
改
撰
毎
ニ

之
ヲ

撰
ム

但
本
条
及
十
六
条
ノ

場
合
ニ

於
テ
ハ

前
任
ノ

者
ヲ

再
撰
ス

ル

コ

ト
ヲ

得

第
三
章
　
議

則

第
十
八
条
　
議
員
半
数
以
上
出
席
セ

サ
レ

ハ

当
日
ノ

会
議
ヲ

開
ク
コ

ト
ヲ

得
ス

第
十
九
条
　
会
議
ハ

過
半
数
ニ

依
テ
決
ス

可
否
同
数
ナ
ル

ト
キ
ハ

議
長
ノ

可
否

ス

ル

所
ニ

依
ル

第
二

十
条
　
戸
長
及
代
理
人
ハ

会
議
ニ

於
テ
議
案
ノ

旨
趣
ヲ

弁
明
ス

ル

ハ

勿
論

ナ

リ
ト
雖
ト
モ

評
決
ノ

数
ニ

入
ル

コ

ト
ヲ

得
ス

第
廿
一

条
　
議
員
ハ

会
議
ノ

事
項
ニ

方
リ
充
分
討
論
ス

ル

コ

ト
ヲ

得
ル

ト
雖
ト

モ

人
身
上
ニ

付
キ

褒
貶
毀
誉
ニ

渉
ル

コ

ト
ヲ

得
ス

第
廿
二

条
　
議
場
ヲ

整
理
ス

ル

ハ

議
長
ノ

職
掌
ト
ス

モ

シ

規
則
ニ

背
キ
議
長
制

止
シ

シ

テ
命
ニ

順
ハ

サ
ル

モ

ノ

ア
ル

ト
キ
ハ

場
外
ニ

退
去
セ

シ

ム

第
四
章
　
開

閉

第
廿
三
条
　
本
会
ハ

毎
年
五
月
十
一

月
ニ

於
テ
之
ヲ

開
ク
其
開
閉
ハ

戸
長
之
ヲ

指
示
□
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第
廿
四
条
　
通
常
会
ノ

外
会
議
ニ

付
ス

ヘ

キ
事
件
ア
リ
テ
戸
長
開
会
ヲ

要
ム

ル

カ

或
ハ

議
員
三
分
ノ
一

以
上
ノ
同
議
ヲ

以
テ
開
会
ヲ

要
ム

ル

ト
キ
ハ

臨
時
会

ヲ

開
ク
ヘ

シ

『
庶
第
四
百
〇
弐
号

書
面
会
議
規
則
認
可
候
事

明
治
十
四
年
十
二

月
四
日

神
奈
川
県
令
野
村
靖
代
理

神
奈
川
県
少
書
記
官
　
河
野
通
倫
（
印
）』

（「
村
会
決
議
書
」（
明
治
一

二

年
）
伊
勢
原
市
役
所
蔵
）

（
注
）
関
原
徳
三
氏
所
蔵
資
料
、

藤
平
二

郎
氏
所
蔵
資
料
、

神
奈
川
県
庁
所
蔵
資

料
、

大
和
市
役
所
所
蔵
資
料
等
に

同
様
の

も
の

が
あ
る
。

八
四

　
愛
甲
郡
棚
沢
村
村
会
議
事
細
則
お
よ
び
同
副
則

『
第
一

号
議
案
』

村
会
議
事
細
則

第
一

章
　
議
場
整
理

第
一

条
　
凡
ソ

会
議
ハ

午
前
第
九
時
ニ

始
メ

午
後
第
五
時
ニ

終
ル

時
宜
ニ

依
リ

之
ヲ

伸
縮
ス

ル

ハ

議
長
ノ

指
揮
ニ

依
ル

但
議
事
ノ

始
終
ハ

撃
柝
ヲ

以
テ
之
ヲ

報
ス

第
二

条
　
議
員
ノ

席
次
ハ

予
メ

抽
籤
ヲ

以
テ
之
ヲ

定
メ

毎
会
其
席
ニ

着
ク
ヘ

シ

第
三
条
　
遅
参
ノ

議
員
ハ

先
ツ

議
長
ノ

許
可
ヲ

得
テ
後
チ
静
ニ

着
席
ス

ヘ

シ

又

病
気
其
他
事
故
ア
リ
欠
席
ス

ル

ト
キ
ハ

開
会
時
限
前
其
旨
書
面
ヲ

以
テ
議
場

ニ

届
出
ス

ベ

シ

但
無
届
ニ

テ
不
参
ス

ル

ト
キ
ハ

其
事
由
ヲ

詰
問
ス

ベ

シ

第
四
条
　
議
事
中
ハ

議
員
漫
ニ

議
席
ヲ

退
キ
又
ハ

相
私
語
シ

或
ハ

吸
烟
シ

及
ヒ

総
テ
議
事
ヲ

妨
ク
ル

挙
動
ア
ル

ヲ

許
サ
ズ

第
二

章
　
議

事

第
五
条
　
議
案
及
ヒ

其
説
明
書
等
ハ

発
会
ノ

初
ニ

於
テ
議
長
之
ヲ

議
員
ニ

頒
布

ス

ベ

シ

第
六
条
　
凡
ソ

議
事
ハ

第
一

次
第
二

次
第
三
次
ノ

三
会
ヲ

経
ル

モ

ノ

ト
ス

其
順

序
左
ノ

如
シ

但
議
案
ノ

旨
趣
ニ

付
疑
問
ノ

条
件
ア
リ
ト
ス

ル

ト
キ
ハ

第
一

次
会
ニ

先
チ

テ
第
八
条
ノ

旨
ニ

従
ヒ

質
問
ス

ル

モ

ノ
ト
ス

第
一

次
会
　
議
長
先
ツ

書
記
ヲ

シ

テ
議
案
ヲ

朗
読
セ

シ

ム

而
テ
後
議
案

ノ

大
意
ヲ

議
シ

可
決
ス

ル

ト
キ
ハ

議
長
ハ

第
二

次
会
ヲ

開
キ

否
決
ス

ル

ト
キ
ハ

該
議
題
ハ

消
滅
ス

ル

モ

ノ

ト
ス

第
二

次
会
　
議
長
ハ

書
記
ヲ

シ

テ
第
一

次
会
ニ

於
テ
大
意
ヲ

可
決
シ

タ

ル

議
案
ヲ

逐
条
若
ク
ハ

毎
節
ニ

朗
読
セ

シ

メ
議
員
ヲ

シ

テ
之
ヲ

討
論
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審
議
セ

シ

ム

毎
条
議
決
シ

畢
レ

ハ

議
長
ハ

第
三
次
会
ヲ

開
ク
ヤ

否
ヤ

ヲ

決
ス

ヘ

シ

若
シ

議
決
ス

ル

条
節
ノ

整
理
ヲ

要
ス

ル

ト
キ
ハ

之
ヲ

委

員
ニ

付
シ

其
ノ

報
告
ヲ

待
テ
第
三
次
会
ヲ

開
ク
ヘ

キ
ヤ

否
ヤ

ヲ

決
ス

ヘ

シ

第
三
次
会

議
長
ハ

書
記
ヲ

シ

テ
第
二

次
会
ニ

於
テ
可
決
シ

タ
ル

議
案

又
ハ

修
正
案
ヲ

朗
読
セ

シ

メ

議
員
ヲ

シ

テ
前
会
逐
条
審
議
ノ
次
第
ヲ

再
考
シ

全
案
ニ

就
テ
可
否
ヲ

議
定
セ

シ

ム

ヘ

シ

全
案
決
定
□
□
ト
キ

ハ

議
長
ノ

名
ヲ

以
テ
之
ヲ

戸
長
ニ

差
出
ス

ヘ

シ

若
シ

否
決
ス

ル

ト
キ

ハ

該
議
題
ハ

消
滅
ス

ル

モ

ノ

ト
ス

第
七
条
　
小
会
議
ハ

議
案
若
ク
ハ

委
員
ノ

報
告
書
等
ニ

付
質
問
ヲ

要
ス

ル

ト
キ

或
ハ

臨
時
会
ニ

シ

テ
唯
タ
戸
長
ヨ

リ
申
告
又
ハ

諮
問
等
ニ

止
マ

ル

ト
キ
之
ヲ

開
ベ

シ

第
八
条
　
小
会
議
ハ

第
三
条
第
四
条
ヲ

除
ク
ノ
外
敢
テ
本
則
ニ

従
フ

ノ

限
ニ

ア

ラ
ズ

第
九
条
　
修
正
説
ハ

第
二

次
会
及
第
三
次
会
ニ

於
テ
提
出
ス

ル

ヲ

得

但
第
二

次
会
ニ

於
テ
賛
成
者
ナ
キ
モ

ノ

及
第
三
次
会
ニ

於
テ
二

名
以
上
ノ

賛
成
者
ナ
キ
モ

ノ
ハ

之
ヲ

議
題
ト
シ

テ
其
可
否
ヲ

衆
議
ニ

問
フ

ヲ

得
ス

第
十
条
　
『
議
題
消
滅
シ

タ
ル

ト
キ
ハ

議
長
修
正
委
員
ヲ

シ

テ
査
理
セ

シ

メ
再

ヒ

議
場
ヘ

提
出
ス

ベ

シ

』

第
三
章
　
発

言

第
十
一

条
　
凡
ソ
発
言
セ

ン

ト
欲
ス

ル

議
員
ハ

先
ツ

起
立
シ

テ
議
長
ト
呼
ヒ

其

許
可
ヲ

得
ヘ

シ

若
シ
二

人
以
上
同
時
ニ

起
立
ス

ル

ト
キ
ハ

議
長
其
一

人
ヲ

指

揮
シ

テ
発
言
セ

シ

ム

第
十
二

条
　
討
論
問
答
ト
モ

必
ス

議
長
ニ

向
テ
演
舌
ス

ベ

シ

其
互
ニ

相
応
答
シ

又
ハ

着
座
ノ

儘
発
言
ス

ル

ヲ

許
サ
ズ

第
十
三
条
　
議
事
中
ハ

議
長
ノ

姓
名
ヲ

称
ヘ

ズ
シ

テ
議
長
ト
呼
ブ
ベ

ク
又
議
員

ヲ

呼
フ

ハ

其
席
次
ノ

番
号
ヲ

称
シ

テ
其
姓
名
ヲ

呼
ブ
ベ

カ

ラ
ス

第
十
四
条
　
凡
一

議
件
未
タ
了
ラ
ザ
ル

間
ハ

他
ノ

事
件
ヲ

発
言
ス

ベ

カ
ラ
ズ

又

一

議
員
発
言
中
他
ノ

議
員
発
言
ス

ル

ヲ

得
ズ

第
十
五
条
　
議
長
議
案
ニ

就
キ
発
言
セ

ン

ト
欲
ス

ル

ト
キ
ハ

書
記
議
案
ヲ

朗
読

ス

ル

ノ

後
直
チ
ニ

其
事
ヲ

演
ヘ

副
議
長
ニ

席
ヲ

譲
ル

ヘ

シ

討
論
中
ハ

其
席
ヲ

下
リ
若
ク
ハ

其
席
ニ

復
ス

ル

ヲ

許
サ
ズ

若
シ

副
議
長
モ

発
言
セ

ン

ト
欲
シ

之

ヲ

辞
ス

ル

ト
キ
ハ

議
長
ハ

議
員
中
ノ
一

員
ヲ

指
名
シ

之
ヲ

議
会
ニ

問
ヒ

其
決

ヲ

取
テ
己
レ

ニ

代
ラ
シ

ム

ベ

シ

此
場
合
ニ

於
テ
ハ

該
議
員
ハ

漫
ニ

之
ヲ

辞
ス

ル

ヲ

得
ズ

第
十
六
条
　
議
長
ハ

議
員
ノ
論
説
冗
長
ニ

亘
ル

コ

ト
ア
リ
ト
認
ム

ル

ト
キ
ハ

其

発
言
ヲ

制
止
ス

ル

ヲ

得
ル

第
四
章
　
決

議
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第
十
七
条
　
凡
ソ

可
否
ヲ

決
ス

ル

ノ

方
法
ハ

議
員
ヲ

シ

テ
起
立
セ

シ

メ
其
数
ヲ

算
シ

テ
出
席
議
員
ノ

過
半
数
ニ

依
テ
決
ス

ベ

シ

第
十
八
条
　
修
正
案
ハ

原
案
ニ

先
チ
テ
可
否
ヲ

決
ス

ヘ

シ

其
数
多
ナ
ル

ト
キ
ハ

議
長
ノ

意
見
ヲ

以
テ
其
最
モ

原
案
ニ

異
ナ

リ
ト
ス

ル

モ

ノ
ヲ

先
ニ

ス

ヘ

シ

第
十
九
条
　
議
長
ノ

意
見
若
ク
ハ

議
員
二

名
以
上
ノ

請
求
ニ

因
リ
議
題
ヲ

分
合

シ

又
ハ

条
項
ノ

順
序
ニ

拘
ハ

ラ
ズ
シ

テ
議
決
セ

ン

ト
ス

ル

ト
キ
ハ

其
可
否
ヲ

会
議
ニ

問
フ

テ
之
ヲ

決
ス

ベ

シ

第
二

十
条
　
討
論
審
議
中
ト
雖
ト
モ

議
長
ニ

於
テ
論
旨
既
ニ

尽
タ
リ
ト
認
ム

ル

ト
キ
ハ

之
ヲ

会
議
ニ

問
テ
其
議
題
ノ

決
ヲ

取
ル

コ

ト
ヲ

得

第
廿
一

条
　
可
否
ノ

数
ハ

書
記
之
ヲ

検
シ

其
決
定
ハ

議
長
之
ヲ

陳
告
ス

第
五
章
　
委

員

第
廿
二

条
　
議
長
ノ

意
見
若
ク
ハ

議
員
二

名
以
上
ノ

請
求
ニ

依
リ
委
員
ヲ

撰
ヒ

議
案
若
ク
ハ

修
正
案
ヲ

査
理
セ

シ

メ
ン

ト
ス

ル

ト
キ
ハ

会
議
ノ

決
ヲ

取
リ
其

委
員
ハ

議
員
中
ニ

於
テ
議
長
之
ヲ

命
シ

又
ハ

議
員
ヲ

シ

テ
之
ヲ

撰
挙
セ

シ

ム

ベ

シ

第
廿
三
条
　
委
員
ニ

命
セ

ラ
レ

タ
ル

議
員
ハ

漫
ニ

之
ヲ

辞
ス

ル

ヲ

得
ス

第
廿
四
条
　
委
員
ハ

其
付
托
セ

ラ
レ

タ
ル

全
案
ヲ

改
竄
ス

ル

コ

ト
ヲ

得
其
意
見

ハ

最
多
数
ニ

依
テ
之
ヲ

決
シ

既
ニ

整
理
シ

タ
ル

時
ハ

之
ヲ

議
長
ニ

報
告
ス

ベ

シ

但
議
決
シ

タ
ル

条
節
ヲ

整
理
ス

ル

場
合
ニ

於
テ
ハ

其
意
義
ヲ

変
更
ス

ル

コ

ト
ヲ

得
ズ

『
第
二

号
議
案
』

村
会
議
事
細
則
副
則

第
一

条
　
本
村
会
ハ

議
事
上
ノ
便
宜
ヲ

量
リ
特
務
委
員
会
ナ
ル

モ

ノ
ヲ

開
設
ス

ベ

シ

第
二

条
　
特
務
員
ハ

議
員
全
数
三
分
ノ
一

即
チ
五
名
ヲ

撰
択
ス

第
三
条
　
本
会
ハ

左
ノ

事
項
ニ

限
リ
之
ヲ

開
ク
ベ

シ

但
戸
長
ヨ

リ
本
会
ニ

付
ス

ル

事
件
ト
雖
ト
モ

会
員
ノ

見
込
ニ

依
リ
更
ニ

本

会
議
ト
ナ
ス

ヲ

得

一

　
細
少
ノ

事
件（
人
民
ニ

関
係
無

キ
モ

ノ

ニ

限
ル

）ニ
シ

テ
臨
時
評
議
ヲ

要
ス

ル

事

一

　
他
ノ

規
則
ニ

明
文
ア
ル

□
□

第
四
条
　
本
会
員
ハ

議
員
ノ
互
撰
ヲ

以
テ
之
ヲ

挙
ク
ル

モ

ノ

ト
ス

但
其
選
挙
ハ

可
成
各
最
寄
ニ

散
□
ス

ル

ヲ

要
ス

第
五
条
　
本
会
員
ハ

其
性
格
普
通
議
員
ト
異
ナ
ル

コ

ト
ナ
シ

但
其
ノ

任
期
ハ

二

年
ト
シ

議
員
ノ

更
選
毎
ニ

改
選
ス

ベ

シ

第
六
条
　
本
会
員
ハ

其
議
決
シ

タ
ル

事
件
ヲ

其
後
開
ケ
タ
ル

村
会
ニ

報
告
ス

ベ

シ
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第
七
条

本
会
ハ

別
ニ

議
案
書
ヲ

用
セ

ズ

尤
其
議
事
ハ

筆
記
ス

ベ

シ

（「
十
三
年
度
通
常
村
会
議
案
目
録
」（
明
治
一

三
年
）
関
原
徳
三
氏
蔵
）

八
五

　
高
座
郡
町
村
連
合
会
規
則
お
よ
び
同
議
事
細
則

（
一

－
二

）

（一）

高
庶
第
八
百
九
号

本
郡
各
町
村
及
数
町
村
連
合
会
規
則
別
紙
之
通
本
郡
各
町
町
村
連
合
会
ニ

於
テ

決
議
認
可
相
成
候
条
此
旨
公
告
候
事

明
治
十
四
年
十
一

月
十
五
日

高
座
郡
長
今
福
元
頴
代
理

高
座
郡
書
記
　
伴
野
淳
蔵

別
紙

神
奈
川
県
高
座
郡
町
村
連
合
会
規
則

第
一

章
　
総

則

第
一

条
　
当
連
合
会
ハ

本
郡
各
町
村
又
ハ

数
町
村
ノ

公
共
ニ

関
ス

ル

事
件
及
其

支
出
徴
収
方
法
ヲ

議
定
ス

第
二

条
　
本
郡
各
町
村
連
合
会
ノ

議
案
ハ

郡
長
之
ヲ

発
シ

数
町
村
連
合
会
ノ

議

案
ハ

各
戸
長
協
議
ノ

上
之
ヲ

発
ス

第
三
条
　
町
村
連
合
会
ニ

於
テ
第
一

条
ニ

掲
ル

事
件
ニ

付
議
員
ヨ

リ
意
見
書
ヲ

出
ス

ト
キ
ハ

本
郡
各
町
村
連
合
会
ハ

郡
長
数
町
村
連
合
会
ハ

戸
長
之
ヲ

審
査

シ

当
ニ

議
ス

ヘ

キ
意
見
ト
認
ム

ル

ニ

於
テ
ハ

直
チ
ニ

之
ヲ

会
議
ノ

議
案
ト
為

ス

ヘ

シ

第
四
条
　
本
郡
各
町
村
連
合
会
ノ

決
議
ハ

議
長
ヨ

リ
郡
長
ニ

数
町
村
連
合
会
ノ

決
議
ハ

議
長
ヨ

リ
戸
長
ニ

届
出
郡
長
又
ハ

戸
長
ハ

十
日
以
内
ニ

関
係
町
村
内

ヘ

公
告
シ

然
ル

後
チ
施
行
ス

ル

モ

ノ

ト
ス

第
五
条
　
町
村
連
合
会
ニ

於
テ
連
合
町
村
□
利
害
ニ

関
ス

ル

事
件
ニ

付
県
令
ニ

建
議
セ

ン

ト
ス

ル

者
ア
レ

ハ

議
長
ノ

許
可
ヲ

得
テ
之
ヲ

会
議
ニ

付
シ

過
半
数

ノ

同
議
ヲ

得
タ
ル

ト
キ
ハ

其
会
議
長
ノ

名
ヲ

以
テ
建
議
ス

ル

コ

ト
ヲ

得

第
六
条
　
町
村
連
合
会
ハ

議
事
細
則
ヲ

議
定
シ

郡
長
ノ
認
可
ヲ

得
テ
之
ヲ

履
行

ス

ヘ

シ

第
二

章
　
撰

挙

第
七
条
　
本
郡
各
町
村
連
合
会
ノ

議
員
ハ

各
町
村
会
議
長
議
長
事
故
ア
ル

ト
キ
ハ

副
議
長

ヲ

以

テ
シ

数
町
村
連
合
会
ノ

議
員
ハ

各
町
村
会
ノ

議
員
ヲ

以
テ
ス

但
シ

四
ケ
村
以

内
ハ

各
町
村
議
員
ノ

半
数
奇
数
ハ

寡

数
ニ

ヨ

ル

該
人
名
指
定
ハ

互
撰
ヲ

以
テ
之
ヲ

定
ム

五
ケ
村
ヨ

リ
十
ケ
村
迄
ハ

正
副
議
長
正
副
議
長
ノ

中
事
故
ア
ル

ト
キ
ハ

互
撰
ヲ

以
テ
之
ニ

代
ル

者
ヲ

定
ム

以
上
ハ

毎
町
村
議
長
議
長
事
故
ア
ル

ト
キ
ハ

副
議
長
一

員
ヲ

以
テ
之
ニ

充
ツ

尤
モ

数
町
村
連
合
会
ニ

於
テ
町
村
中
分
列
ヲ

要
ス

ル

場
合
ニ

於
テ
ハ

其
ノ

分
列
町
村
ヨ

リ
適
宜
議
員
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ヲ

出
ス

ヲ

得

第
八
条
　
本
郡
各
町
村
連
合
会
及
数
町
村
連
合
会
ノ

議
長
ハ

毎
会
議
員
ニ

テ
互

撰
シ

本
郡
各
町
村
連
合
会
ハ

郡
長
ヘ

数
町
村
連
合
会
ハ

戸
長
ヘ

届
出
ル

モ

ノ

ト
ス

第
九
条
　
本
郡
各
町
村
連
合
会
及
数
町
村
連
合
会
ノ

議
長
副
議
長
及
議
員
ハ

俸

給
ナ
シ

但
会
期
中
滞
在
日
当
及
往
復
旅
費
ヲ

給
ス

其
額
ハ

会
議
ノ

議
決
ヲ

以

テ
之
ヲ

定
ム

第
十
条
　
書
記
ハ

議
長
之
ヲ

撰
ヒ

会
議
ノ

庶
務
ヲ

整
理
セ

シ

ム

其
ノ

俸
給
ハ

会

費
ノ

中
ヨ

リ
之
ヲ

支
給
ス

第
三
章
　
議

則

第
十
一

条
　
議
員
半
数
以
上
出
席
セ

サ
レ

ハ

当
日
ノ

会
議
ヲ

開
ク
コ

ト
ヲ

得
ス

第
十
二

条
　
会
議
ハ

過
半
数
ニ

依
テ
決
ス

可
否
同
数
ナ
ル

ト
キ
ハ

議
長
ノ

可
否

ス

ル

処
ニ

依
ル

第
十
三
条
　
本
郡
各
町
村
連
合
会
ニ

於
テ
ハ

郡
長
若
ク
ハ

其
代
理
人
数
町
村
連

合
会
ニ

於
テ
ハ

戸
長
若
ク
ハ

其
代
理
人
ハ

議
案
ノ

旨
趣
ヲ

弁
明
ス

ル

ヲ

得
ル

ト
雖
ト
モ

決
議
ノ

数
ニ

入
ル

コ

ト
ヲ

得
ス

但
第
三
条
ニ

掲
ク
ル

議
案
ノ

旨
趣

ハ

其
意
見
書
ヲ

出
セ

ル

議
員
之
ヲ

弁
明
ス

ル

コ

ト
ヲ

得

第
十
四
条
　
会
議
ハ

傍
聴
ヲ

許
ス

ト
雖
ト
モ

本
郡
各
町
村
連
合
会
ニ

於
テ
ハ

郡

長
数
町
村
連
合
会
ニ

於
テ
ハ

戸
長
ノ

需
メ
ニ

依
リ
又
ハ

議
長
ノ

意
見
ヲ

以
テ

傍
聴
ヲ

禁
ス

ル

コ

ト
ヲ

得

第
十
五
条
　
議
員
ハ

会
議
ニ

方
リ
充
分
討
論
ノ

権
ヲ

有
ス

然
レ

ト
モ

人
身
上
ニ

付
褒
貶
毀
誉
ニ

渉
ル

コ

ト
ヲ

得
ス

第
十
六
条
　
議
場
ヲ

整
理
ス

ル

ハ

議
長
ノ

職
掌
ト
ス

若
シ

規
則
ニ

背
キ
議
長
之

ヲ

制
止
シ

テ
其
命
ニ

順
ハ

サ
ル

モ

ノ

ア
ル

ト
キ
ハ

議
長
ハ

之
ヲ

議
場
外
ヘ

退

去
セ

シ

ム

其
強
暴
ニ

渉
ル

者
ハ

警
察
官
吏
ノ

処
分
ヲ

求
ム

ル

ヲ

得

第
四
章
　
開

閉

第
十
七
条
　
本
郡
各
町
村
及
数
町
村
連
合
会
ハ

其
議
ス

ヘ

キ
事
件
ア
レ

ハ

毎
年

壱
度
四
月
ニ

於
テ
之
ヲ

開
キ

会
期
ハ

臨
時
会
通
常
会
ヲ

不
論
十
日
以
内
ト
ス

其
開
閉
ハ

本
郡
各
町
村
連
合
会
ハ

郡
長
数
町
村
連
合
会
ハ

各
戸
長
協
議
ノ

上

之
ヲ

命
ス

第
十
八
条
　
本
郡
各
町
村
連
合
会
数
町
村
連
合
会
ハ

町
村
議
員
三
分
一

以
上
ヨ

リ
開
会
ヲ

要
求
ス

ル

カ
又
ハ

郡
長
ノ

意
見
ヲ

以
テ
各
町
村
連
合
会
ヲ

各
戸
長

ノ

意
見
ヲ

以
テ
数
町
村
連
合
会
ヲ

臨
時
ニ

開
ク
コ

ト
ヲ

得

右
高
座
郡
各
町
村
連
合
会
及
数
町
村
連
合
会
規
則
前
記
ノ

通
決
議
相
成
候
間
速

ニ

御
許
可
可
奉
願
候
也

高
座
郡
町
村
連
合
会
規
則
草
按
委
員

金
子
小
左
衛
門

明
治
十
四
年
十
一

月
八
日
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（二）

高
庶
第
八
百
八
十
八
号

高
座
郡
各
町
村
及
数
町
村
連
合
会
ニ

併
用
ス

ヘ

キ
議
事
細
則
別
冊
之
通
リ
各
町

村
連
合
会
ニ

於
テ
評
決
認
可
相
成
候
ニ

付
テ
ハ

本
会
議
長
ノ

求
メ
ニ

ヨ

リ
壱
部

宛
各
町
村
会
ヘ

及
回
送
候
事

明
治
十
四
年
十
二

月
一

日

　
高
座
郡
役
所

庶

務

掛

各
町
村
会議

長
中

（
別
冊
）

神
奈
川
県
高
座
郡
町
村
連
合
会
議
事
細
則

議
場
整
理

第
一

条
　
凡
ソ

会
議
ハ

午
前
第
十
時
ニ

始
リ
午
後
第
四
時
ニ

終
ル

時
宜
ニ

ヨ

リ

之
ヲ

伸
縮
ス

ル

ハ

議
長
ノ

指
揮
ニ

依
ル

但
会
議
ノ

始
終
ハ

起
立
シ

テ
礼
ヲ

為
ス

ヘ

シ

第
二

条
　
議
員
ノ

席
次
ハ

毎
会
ニ

先
タ
チ
抽
籤
ヲ

以
テ
之
ヲ

定
メ

会
期
中
其
席

ニ

着
キ
漫
ニ

議
席
ヲ

退
キ
又
ハ

相
私
語
シ

或
ハ

吸
烟
シ

総
テ
議
事
ヲ

妨
ク
ル

挙
動
ア
ル

ヲ

許
サ
ス

第
三
条
　
遅
参
ノ

議
員
ハ

先
ツ

議
長
ノ

許
可
ヲ

得
テ
後
チ
静
ニ

着
席
ス

ベ

シ

若

シ

病
疾
事
故
ア
リ
欠
席
ス

ル

ト
キ
ハ

開
会
時
限
ニ

先
チ
其
旨
議
長
ニ

届
出
ツ

ベ

シ

議

事

第
四
条
　
議
案
及
其
説
明
書
等
ハ

発
会
ノ

初
ニ

於
テ
議
長
之
ヲ

議
員
ニ

頒
布
ス

ヘ

シ

第
五
条
　
凡
ソ

議
事
ハ

第
一

次
第
二

次
第
三
次
ノ

三
会
ヲ

経
ル

モ

ノ

ト
ス

其
順

序
左
ノ

如
シ第

一

次
会

議
長
ハ

先
ツ

書
記
ヲ

シ

テ
議
案
ヲ

朗
読
セ

シ

ム

而
シ

テ
其
議
案
ニ

付
疑
問
ノ

条
件
ア
リ
ト
思
慮
ス

ル

モ

ノ
ハ

議
長
若
ク
ハ

主
任
者
ニ

向
ヒ

之
ヲ

質
問
ス

ヘ

シ

而
シ

テ
後
チ
議
案
ノ

大
意
ヲ

議
シ

可
決
ス

ル

ト
キ
ハ

議
長
ハ

第
二

次
会
ヲ

開
キ
否
決
ス

ル

ト
キ
ハ

該
議
題
ハ

消
滅
ス

ル

モ

ノ

ト
ス

第
二

次
会

議
長
書
記
ヲ

シ

テ
第
一

次
会
ニ

於
テ
大
意
ヲ

可
決
シ

タ
ル

議
案
ヲ

逐
条
若
ク

ハ

毎
節
ニ

朗
読
セ

シ

メ

議
員
ヲ
シ

テ
之
ヲ

討
論
審
議
セ

シ

ム

毎
条
議
決
シ

畢

レ

ハ

第
三
次
会
ヲ

開
ク
ヤ

ヲ

決
ス

ヘ

シ

若
シ

議
決
ス

ル

条
節
ノ

整
理
ヲ

要
ス

ル

ト
キ
ハ

之
ヲ

委
員
ニ

付
シ

其
報
告
ヲ

待
チ
第
三
次
会
ヲ

開
ク
ヘ

キ
ヤ

否
ヤ

ヲ

決
ス

ヘ

シ
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第
三
次
会

議
長
ハ

書
記
ヲ

シ

テ
第
二

次
会
ニ

於
テ
可
決
シ

タ
ル

議
案
又
ハ

修
正
案
ヲ

朗

読
七

シ

メ

議
員
ヲ

シ

テ
前
会
逐
条
審
議
ノ

次
第
ヲ

再
考
シ

全
案
ニ

就
テ
可
否

ヲ

議
定
セ

シ

ム

ベ

シ

全
案
決
定
ス

ル

ト
キ
ハ

議
長
ノ

名
ヲ

以
テ
之
ヲ

本
郡
各

町
村
連
合
会
ハ

郡
長
ヘ

数
町
村
連
合
会
ハ

戸
長
ヘ

差
出
ス

ヘ

シ

若
シ

否
決
ス

ル

ト
キ
ハ

該
議
題
ハ

消
滅
ス

ル

モ

ノ

ト
ス

第
六
条
　
小
会
議
ハ

議
案
若
ク
ハ

委
員
ノ

報
告
書
等
ニ

付
質
問
ヲ

要
ス

ル

ト
キ

之
ヲ

開
ク
ヘ

シ

此
場
合
ニ

於
テ
ハ

議
長
ハ

副
議
長
之
ヲ

勤
ム

ヘ

シ

但
小
会
議

ニ

於
テ
ハ

第
二

条
ヲ

除
ク
ノ

外
本
則
ニ

従
フ

コ

ト
ヲ

要
セ

ス

第
七
条
　
修
正
説
ハ

第
二

次
会
及
第
三
次
会
ニ

於
テ
提
出
ス

ル

ヲ

得
ル

ト
雖
ト

モ

第
二

次
会
ニ

於
テ
賛
成
者
ナ
キ
モ

ノ
及
第
三
次
会
ニ

於
テ
五
名
以
上
ノ

賛

成
者
ナ
キ
モ

ノ
ハ

之
ヲ

議
題
ト
シ

テ
其
可
否
ヲ

衆
議
ニ

問
フ

ヲ

得
ス

発

言

第
八
条
　
凡
ソ

発
言
セ

ン

ト
欲
ス

ル

議
員
ハ

先
ツ

起
立
シ

テ
議
長
ト

呼
ヒ

自
己

ノ

番
号
ヲ

唱
ヒ

其
許
可
ヲ

得
ヘ

シ

若
シ

二

人
已
上
同
時
ニ

起
立
ス

ル

ト
キ
ハ

議
長
其
一

人
ヲ

指
揮
シ

テ
発
言
セ

シ

メ

会
期
中
ハ

総
テ
議
長
ノ

姓
名
ヲ

称
ヘ

ス

シ

テ
議
長
ト
呼
フ

ベ

シ

又
議
員
ヲ

呼
フ

ハ

其
席
次
ノ

番
号
ヲ

呼
フ
ヘ

ク
直

ニ

氏
名
ヲ

称
呼
ス

ル

ヲ

許
サ
ス

第
九
条
　
討
論
問
答
ト
モ

必
ス

議
長
ニ

向
テ
演
述
ス

ヘ

シ

其
互
ニ

相
応
答
シ

又

ハ

着
席
ノ

儘
発
言
ス

ル

ヲ

許
サ
ス

第
十
条
　
凡
ソ
一

議
件
末
タ
了
ラ
サ
ル

間
ハ

他
ノ

事
件
ヲ

発
言
ス

ヘ

カ
ラ
ス

又

一

議
員
発
言
中
他
ノ

議
員
発
言
ス

ル

ヲ

得
ス

第
十
一

条
　
議
長
議
案
ニ

就
キ
発
言
セ

ン

ト
欲
ス

ル

ト
キ
ハ

書
記
議
案
ヲ

朗
読

ス

ル

ノ

後
チ
直
ニ

其
事
ヲ

演
ヘ

副
議
長
ニ

席
ヲ

譲
ル

ヘ

シ

討
論
中
ハ

其
席
ヲ

下
リ
若
ク
ハ

其
席
ニ

復
ス

ル

ヲ

得
ス

若
シ

副
議
長
モ

亦
発
言
セ

ン

ト
欲
シ

之

ヲ

辞
ス

ル

ト
キ
ハ

議
長
ハ

議
員
中
ノ
一

員
ヲ

指
名
シ

之
ヲ

議
会
ニ

問
ヒ

其
決

ヲ

取
リ
己
レ

ニ

代
ラ
シ

ム
ヘ

シ

此
場
合
ニ

於
テ
該
議
員
ハ

漫
ニ

之
ヲ

辞
ス

ル

ヲ

得
ス

第
十
二

条
　
第
三
次
会
ニ

於
テ
ハ

一

議
題
ニ

付
発
言
二

回
ニ

超
ユ

ル

コ

ト
ヲ

得

ス

第
十
三
条
　
議
長
ハ

議
員
ノ

論
説
冗
長
ニ

亘
ル

コ

ト
ア
リ
ト
認
ム

ル

ト
キ
ハ

其

発
言
ヲ

制
止
ス

ル

ヲ

得

決

議

第
十
四
条
　
凡
ソ

可
否
ヲ

決
ス

ル

ノ

方
法
ハ

議
長
ハ

議
員
ヲ
シ

テ
起
立
セ

シ

メ

書
記
ニ

命
シ

テ
之
ヲ

検
セ

シ

メ

出
席
議
員
ノ

過
半
数
ニ

依
テ
決
定
シ

之
ヲ

陳

告
ス

第
十
五
条
　
修
正
案
ハ

原
案
ニ

先
チ
テ
可
否
ヲ

決
ス

ヘ

シ

其
数
多
ナ
ル

ト
キ
ハ

議
長
ノ

意
見
ヲ

以
テ
其
最
モ

原
案
ニ

異
ナ
ル

モ

ノ
ヲ

先
ニ

ス

ヘ

シ
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第
十
六
条
　
議
長
ノ

意
見
若
ク
ハ

議
員
二

名
以
上
ノ

請
求
ニ

ヨ

リ
議
題
ヲ

分
合

シ

又
ハ

条
項
ノ

順
序
ニ

拘
ハ

ラ
ス

シ

テ
議
決
セ

ン

ト
ス

ル

ト
キ
ハ

其
可
否
ヲ

会
議
ニ

問
フ

テ
之
ヲ

決
ス

ヘ

シ

第
十
七
条
　
討
論
審
議
中
ト
雖
ト
モ

議
長
ニ

於
テ
論
旨
尽
タ
リ
ト
認
ム

ル

ト
キ

ハ

之
ヲ

会
議
ニ

問
テ
其
議
題
ノ

決
ヲ

取
ル

コ

ト
ヲ

得

委

員

第
十
八
条
　
議
長
ノ

意
見
若
ク
ハ

議
員
二

名
以
上
ノ

請
求
ニ

依
リ
委
員
ヲ

撰
ヒ

議
案
若
ク
ハ

修
正
案
ヲ

査
理
セ

シ

メ
ン

ト
ス

ル

ト
キ
ハ

会
議
ニ

問
ヒ

可
決
ス

ル

ト
キ
ハ

議
長
ハ

委
員
ノ

数
ヲ

決
シ

奇数
而
シ

テ
其
委
員
ハ

議
員
ヲ

シ

テ
互
撰

セ

シ

メ
議
長
之
ヲ

命
ス

此
場
合
ニ

於
テ
ハ

委
員
ニ

命
セ

ラ
レ

タ
ル

議
員
ハ

漫

リ
ニ

之
ヲ

辞
ス

ル

ヲ

得
ス

第
十
九
条
　
委
員
ハ

其
付
托
サ
レ

タ
ル

全
案
ヲ

改
竄
ス

ル

コ

ト
ヲ

得
其
意
見
ハ

最
モ

多
数
ニ

依
テ
之
ヲ

決
シ

既
ニ

整
理
シ

タ
ル

ト
キ
ハ

之
ヲ

議
長
ニ

報
告
ス

ヘ

シ

但
議
決
シ

タ
ル

条
節
ヲ

整
理
ス

ル

場
合
ニ

於
テ
其
意
見
ヲ

変
ス

ル

コ

ト

ヲ

得
ス

高
座
郡
各
町
村
連
合
会
及
数
町
村
連
合
会
議
事
細
則
前
記
之
通
決
議
相
成
候
間

速
ニ

御
認
可
奉
願
候
也

明
治
十
四
年
十
一

月
九
日

　
高
座
郡
各
町
村
連
合
会

委
員
　
上

野

清
兵
衛

同

　
中

村

鉄
之
助

同

　
金
子

小
左
衛
門

議
長
　
富

田

一

三

高
座
郡
長
　
今
福
元
頴
殿

高
庶
第
七
百
九
十
九
号

書
面
認
可
候
事

明
治
十
四
年
十
一

月
十
日

　
高
座
郡
長
　
今
福
元
頴

（
高
座
郡
相
原
村
役
場
「
本
郡
諸
達
」（
明
治
一

四
年
）
相
模
原
市
史
資
料
室
蔵
）

八
六

　
町
村
会
議
員
の

分
限
に

関
す
る
件
通
牒
お
よ
び

達
（
一

－
二

）
（一）

本
県
庶
務
課
ヨ

リ
通
牒

庶
第
千
三
百
六
十
壱
号

村
会
議
員
タ
ル

モ

ノ
ハ

其
村
内
公
共
ニ

関
ス

ル

事
件
ニ

付
経
費
予
算
等
ヲ

議
決

ス

ル

ノ

任
ヲ

帯
フ

ル

ニ

止
マ

リ
候
義
者
勿
論
ニ

候
処
往
々

一

般
人
民
ノ

総
代
ト

誤
解
シ

諸
願
書
ヘ

議
員
之
名
目
ヲ

掲
ケ
差
出
候
モ

ノ

有
之
不
都
合
之
次
第
ニ

付

自
今
右
様
之
弊
無
之
様
御
注
意
各
戸
長
江
モ

便
宜
御
諭
示
置
有
之
度
此
段
予
テ
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申
進
置
候
也

明
治
十
五
年
三
月
廿
四
日

　
本
県
庶
務
課

愛
甲
郡
役
所
御
中

（「
指
令
伺
綴
」
大
矢
ゑ
ひ
氏
蔵
）

（二）

庶
〔
乙
第
百
三
十
七
号
〕

戸
長
役
場

町
村
会
議
員
ハ

明
治
十
三
年
四月

第
拾
八
号
布
告
区
町
村
会
法
第
一

条
ニ

掲
ク
ル

事
項
ヲ

議
決
ス

ル

ノ

職
ヲ

帯
フ

ル

ニ

止
リ
候
ハ

該
公
布
ノ

明
文
ニ

テ
判
然
致
居

候
処
議
員
ハ

百
般
ノ

事
務
町
村
人
民
ノ

総
代
タ
ル

性
質
ヲ

有
ス

ル

モ

ノ

ト
誤
解

シ

町
村
ノ

諸
願
伺
等
ニ

至
ル

マ

テ
議
員
ノ

名
義
ヲ

以
差
出
シ

候
向
キ
往
々

有
之

不
都
合
ニ

付
議
員
ト
人
民
総
代
ト
ハ

判
然
分
別
シ

混
淆
セ

サ
ル

様
注
意
ヲ

加
ヘ

便
宜
夫
々

諭
示
致
置
可
申
此
旨
相
達
候
事

（
神
奈
川
県
布
達
）

（
注
）
こ

の

布
達
は
明
治
一

六
年
六
月
一

八
日
付
の

も
の

で

あ
る
。

八
七

　
戸
長
役
場
筆
生
の

町
村
会
議
員
兼
務
差
止
に

関
す
る
件
諭
達

第
六
百
八
十
六
号

戸
長
役
場

町
村
戸
長
役
場
筆
生
ニ

シ

テ
其
町
村
会
ノ

議
員
タ
ル

ハ

敢
テ
差
支
無
之
義
ニ

候

得
共
協
議
費
徴
収
支
出
予
算
ニ

関
シ

之
ヲ

議
ス

ル

ニ

至
ラ
ハ

人
民
疑
惑
ヲ

生
ス

ル
一

端
ニ

付
自
今
筆
生
ニ

シ

テ
議
員
ニ

公
撰
セ

ラ
レ

シ

時
ハ

孰
レ

カ

其
一

方
ヲ

辞
セ

シ

メ

或
ハ

筆
生
勤
務
ノ

者
ハ

可
成
撰
挙
セ

サ
ル

明
文
ヲ

町
村
会
規
則
ニ

掲

載
候
様
可
致
旨
其
筋
ヨ

リ
内
訓
ノ

次
第
モ

有
之
候
条
此
旨
諭
達
候
事

明
治
十
七
年
四
月
四
日

　
大
住
淘
綾
両
郡
長
　
飯
岡
頼
重

（「
照
会
留
」（
明
治
一

七
年
）
曽
根
田
重
和
氏
蔵
）

八
八

　
橘
樹
郡
大
豆
戸
村
他
七
か

村
連
合
会
議
事
細
則

連
合
会
議
事
細
則

第
壱
条

議
場
整
理

一

　
会
議
ハ

午
前
九
時
ニ

始
メ
午
后
四
時
ニ

終
ル

但
時
宜
ニ

依
リ
議
長
之
ヲ

伸
縮
ス

ル

コ

ト
ヲ

得
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